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１.川西市PTAあり方検討会設置のいきさつ 

 

PTA は子どもの健やかな成長を図ることを目的に保護者（Parent）と教職員（Teacher）

が協力し、全ての児童生徒のために活動する社会教育関係団体（注）であり、任意の団体

（Association）である。 

そのため、PTA活動は、本来会員の自主的な参加による活動であるべきだが、入会の意思

確認が不十分であるなど、その運営方法等について課題が一部で指摘されてきた。また、

少子高齢化や家族形態、働き方の多様化など、時代の変化により従来からの活動を維持す

ることが難しくなるなど、活動する保護者にとっても PTA 活動が負担となっている声が寄

せられている。 

一方、同様の課題認識を受けて川西市PTA連合会においても、近年PTA活動に対する負

担軽減への対策に取り組み始めている。 

 しかしながら、（1）PTA役員の任期は単年度であることから、長期的な展望に立った検討

や改善を継続的・計画的に行うのは難しいこと、（2）以前から PTA 活動について、市教育

委員会にも保護者から一部相談が寄せられていたこと、（3）PTA は学校教育に関し理解を

深め、学び、活動を行うという学校教育に資する取り組みを行っていることから、市教育

委員会がPTA活動のあり方の見直しに協力し、活発な議論を行っていただく目的で、PTAの

あり方を検討する場（川西市PTAあり方検討会）が設置されることとなった。 

 

（注）社会教育関係団体とは、「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社

会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」（社会教育法第 10 条）と規定さ

れている。 

 

【川西市PTAあり方検討会とは？】 

（目的） 

●保護者や教育関係者らが PTA 活動への相互理解を深め、持続可能な組織や誰もが参加し

やすいPTA活動あり方の検討のきっかけづくりを行う。 

（役割） 

●PTAの組織や運営などの意見聴取や調査、研究を行う。 

●最終的に学校やPTAに対してモデル案を提示し、各校PTA内での議論のきっかけとする。 

（構成） 

●学識経験者2名、保護者代表2名、関係団体の代表6名、学校・園代表3名の計13名で

構成。 

（その他） 

●令和元年度については全4回開催、令和2年度中も4回実施し、議論を継続する。 

●議論した結果は、モデル案の完成を待たず、学校・PTA へ随時情報提供していく。特に

「入会の意思確認」や「個人情報の取扱い」など改善するべき課題については、なるべく

早い段階で学校・PTAへ提示する。 
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２.今年度 川西市ＰＴＡあり方検討会の協議内容【概要】 

 

（1）第１回川西市PTAあり方検討会 

 日時  令和元年７月２０日(土) 午前１０時～１２時 

 場所  キセラ川西プラザ ２階 多目的スタジオ 

 参加者 構成員１３名、市長、教育長、教育委員１名、事務局８名、傍聴者１１名 

 内容  川西市のPTA活動の課題(①～⑥)と優先順位の検討 

①任意加入について 

       ・任意加入について周知する。 

(PTAの意義や活動内容、任意団体や入退会は任意である 

ことを明記したPTA規約を配布して、十分な説明を行う) 

       ・加入意思の確認(加入届の提出)を行う。 

        ◎加入届に必要な事項 

         ・PTAの会員になることの意思確認。 

         ・入会届の取扱い(保管や返却など)。 

         ・個人情報(住所や連絡先など名簿作成に必要な事項)を 

収集することも可。ただし、その場合、個人情報は 

PTA活動の目的にのみ使用することを明記する。 

         ・会費の引き落としなどの同意を求めることも可。 

       ・退会の申し出があったときには退会届の提出を求める。 

②個人情報について 

       ・単位PTAごとに、個人情報の取り扱い規定を定める。 

        ◎個人情報取り扱い規定に必要な事項 

         ・目的 ・責務 ・管理者、取扱者 ・収集方法   

・利用目的 ・管理 ・第三者提供への制限  

・情報開示等 

・個人情報の収集はPTAが行うことが望ましい。 

(第三者に提供する場合、同意を得る必要があるため) 

③会費の徴収について 

       ◎PTAが直接徴収する場合 

       ・保護者に徴収金額や徴収方法を説明し、同意を得る。 

       ・保護者から引き落とし口座などの個人情報を得る。 

       ◎学校徴収金と併せて学校が徴収する場合 

       ・学校と業務の委任契約を締結する。 

       ・保護者に委任契約を締結していることを知らせる。 

       ・保護者に学校徴収金と一緒に引き落とすことの同意を得る。 

④役員の選出について 

⑤PTAの活動内容について 

⑥未加入者の子どもへの配慮について 

①～③をまとめて第１優先とし、以下番号順に優先順位とし議論して 

いく。 

 

 

ポイント 
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（2）第２回川西市PTAあり方検討会 

 日時  令和元年９月１６日(月・祝) 午前１０時～１２時 

 場所  川西市役所 ２階 ２０２会議室 

 参加者 構成員１３名、教育長、教育委員１名、事務局６名、傍聴者２２名 

 内容  １.第１回検討会終了後の動き 

       〇教育委員会 

       ・教育委員会事務局内及び校長会でPTA活動の課題等の勉強会を行った。 

       ・校長先生にリーダーシップを発揮してもらい、PTAと協力して取り組んで 

もらうよう校長会へ協力依頼を行った。 

       〇川西市PTA連合会 

・活動の現状について説明があり、その中で作成された「入・退会届(案)」 

「会費引落委託同意書（案）」「委任契約書(案)」の様式について提供があ 

った。 

・各案はひな形として各PTAに提供されたものであり、どのように使用する 

かは単位PTAに判断をまかせている。また、導入の時期についても、単位 

PTAの中で検討してもらうこととしている。 

 

     ２.役員の選出(手法・留意点・法的見解)について 

①役員選出の手法 

・立候補が最もよい手法である。 

・候補者がおらずかつ誰かを役員に決める必要がある場合は、 

免除申請を提出してもらい、免除を行い、くじ引きを了承した 

うえで実施するということが手法の１つとして考えられる。 

      ②役員選出の留意点 

・事前に選考方法や選考過程といった選考ルールを明らかにしておく 

必要がある。 

③法的見解について 

・役員免除申請書提出について 

       役員免除要件を明示し、その要件を満たすか否かの確認のためなど 

の理由を明示したうえで、申請書の提出を求めることは法的に問題 

ないと思われる。 

・免除決定について 

       役員免除理由（病気や家庭の事情など）といった個人情報は本人の 

同意がなければ公開することはできない。 

「全員の前で公開しなければ役員をやらされる」ということを前提 

に、本人が「役員にならないためにやむを得ず全員の前で公開」し 

た場合は本人の同意があったとは解釈できないため、法的に問題が 

あると思われる。 

・くじ引きについて 

「くじが当たったら役員になる」ことに同意してくじ引きに参加した 

場合、くじ引きで役員を決めることは、法的に問題がない。 

くじ引きの場に欠席をしているにも関わらず、無理やり役員とするこ 

とは、本人の同意がないため無効である。 

ポイント 
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PTAの規約等で「役員選任時の会議に欠席した会員がいた場合、当該 

会議において欠席会員を役員に選任することができる」という規定が 

あった場合でも、選任への受諾がなければ効果は発生しないであろう 

と思われる。        

      ３.PTAの活動内容ついて 

        ・「入会届をとるときの留意点(時期、内容)」「子どもとの関わり方」「強制

されないこととやりがい」「子どもに視点を置いた活動」「PTA の魅力」

「改革推進の大変さ」などについて、多数の意見が出された。 

 

（3）第３回川西市PTAあり方検討会 

 日時  令和元年１１月１７日(日) 午前１０時～１２時 

 場所  川西市役所 ７階 大会議室 

 参加者 構成員１２名、教育委員１名、事務局５名、傍聴者３５名 

 内容 １.第２回検討会終了後の動きの交流 

       〇教育委員会 

・校長会議、教頭会議で「第２回川西市PTAあり方検討会」の報告を行っ 

た。 

広報誌11月号でPTA改革への取り組みについて特集された。 

       〇PTAあり方検討会 

・「第２回川西市PTAあり方検討会」で確認された「任意加入の意思確認」 

「個人情報の取扱い」「会費の徴収方法」について、各小・中・特別支援 

学校長と各市立幼稚園長、各PTA会長にお知らせを配布した。 

〇特別支援学校・小学校長会 

・入退会届・会費の徴収方法・個人情報の取扱い・役員の選出方法につい 

て、共通理解はできている。 

       〇中学校長会 

・７校の校長とPTA会長で会議を行い、改革を進めていくことの共通認識 

を図り、各校で校内や地域と関わる活動の見直しに取り組んでいる。 

       〇幼稚園長会 

・園児数減をむかえ役員数の削減を考えている。保護者会とは日ごろから 

風通しの良い話し合いができている。 

〇コミュニティ 

・PTAの職務を地域としてできることはやっていこうという話が出ている。 

・ある校区内の３校の校長先生が地域と関わりのあるPTAの活動などの 

相談に来られ、コミュニティもできる限り協力したいと答えている。 

       〇PTA 

・会員に、PTAは任意団体であること、今後同意書を導入していく予定で 

あることや、規約や仕事の見直しを進めていくことを書面で知らせた。 

・秋の役員選出から、役員を免除するために診断書の提出やみんなの前で 

 理由を報告することをなくした。 

・PTA活動に関するアンケートをとった。 

            ・加入届を導入する時期が知らされないまま総務選があったため混乱し 

た。 
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       〇PTA連合会 

            ・来年度は今までやっていた活動を一旦休止し、広域顧問制度を設け単 

位PTAからの相談を受けたり、専門委員会(※1)やPTA連合会で主催し 

ているイベントを廃止していこうとしている。 

 

     ２.PTA活動で大切にすべき点について(フリーディスカッション) 

     ・学校も地域も協力してやっていく必要があると思う。そのためにも、十分 

に話し合いをしていくことが大切である。 

       ・PTAはその学校に通う全ての子どもたちのために活動するというところが

存在意義だと思う。 

          ・PTA活動の見直しを行う時、なぜその取り組みがあるのかという部分を考 

えず、負担になっているからという理由だけで削減するのは危険である。 

・本当に必要な活動なのか、子どもたちにとって大切なのかということを十 

分議論していかなければならないと思う。 

           ・PTAは学校と保護者をつなぐパイプ役としてとても大切な存在である。 

        ・学校のことがよく分かったり、先生との距離が近くなったり、やりがいや 

達成感を得られるのがPTAの魅力である。 

 

 まとめ 

  ◎我が子だけでなく我が子以外の子どもたちに対してどれだけ思いが馳せられるのか 

ということがポイントとなる。 

  ◎活動内容 

   ・学校運営への参画が大切である。 

   ・自分たちがしたい活動で子どもたちが利益を受ける活動については、忙しくても 

時間を調整して参加するという保護者はたくさんいる。 

   ・やらされ感のあるものや、意義の分からないまま流されているような活動につい 

ては負担感や多忙感を感じる。 

  ◎PTAは地域にとっても、子どもたちにとっても、学校にとっても大切な存在である。 

 

 

（4）第４回川西市PTAあり方検討会 

 日時  令和２年２月１日(土) 午後２時～４時 

 場所  川西市役所 ２階 ２０２会議室 

 参加者 構成員１３名、教育委員１名、事務局６名、傍聴者２５名 

 内容 １.第３回検討会終了後の動きの交流 

〇教育委員会 

・校長会議で「第３回川西市PTAあり方検討会」の報告をした。 

・教頭会議でPTA活動の課題等の勉強会を行い、校長を補佐する立場であ 

り、今後PTA改革を引き継いでいく教頭へPTAと協力して取り組んでも 

らうよう、協力依頼を行った。 

・市の部長級以上が出席する会議でPTAの課題、あり方検討会の内容、諸 

団体の取り組み状況を説明し、PTAに係る事業・イベントの見直しをお 

願いした。 
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       〇PTAあり方検討会 

・「第３回川西市あり方検討会」で確認された「役員の選出」について、各 

小・中・特別支援学校長と各市立幼稚園長、各PTA会長にお知らせを 

配布した。 

〇特別支援学校・小学校長会 

・入会届とPTA活動の見直しについての交流を行った。学校間の温度差の 

緩和につながり、改革に向けてスムーズに進んでいくように感じた。 

       〇中学校長会 

・７校中１校は令和２年度から入会届を取り、６校は令和３年度に向けて 

PTA活動の見直しを図っていく。 

       〇幼稚園長会 

・こども園の見学を行い、保護者の意見の集約の仕方やボランティアの募 

り方などの話を聞いた。 

       〇PTA連合会 

            ・阪神間のPTA連合会で意見交流を行った。どの市でもPTA改革に取り 

組んでおり、各PTA連合会へ多くの意見が寄せられている。それに対応 

しきれず、相談するところも少ない現状がある。川西市は多くの団体に 

関わってもらっているため、色々な所に相談ができることはありがたい。 

        ・「アンケートを実施し活動を見直す」「総会のやり方を変更する」「臨時 

総会を開催する」「規約を簡略化する」「立候補を重視し役員を選出する」 

「エントリー制を導入する」「引き続きもう１年役員をやる」など単位 

PTAに様々な動きが出てきている。 

        ・PTCAフォーラムを開催した。「PTAそこまで言っちゃって委員会」と題 

し、PTAのことを本音で言い合う座談会を行った。「あなたにとってPTA 

とは」「今のPTAに点数をつけるなら」「あなたがPTA会長だったらどの 

ような改革をしますか」「PTAのクオリティを高めるために必要なことは」 

という４つの題に答える形式で進められ、大変盛り上がった。 

従来のフォーラムの形を変えたため、不安があったが、反響も大きく、 

よかったという声をもらった。 

〇副座長より 

         ・「任意加入の問題」「個人情報の問題」「会費の問題」を至急に是正しな 

ければならないことは全国的な流れである。 

         ・魅力あるPTAに変えるのが先か、入会届を先に取るのかということにつ 

いては、活動内容を変えてから入会届をとるのか、先に入会届をとって 

から入会率を上げられるような内容に変えていくかという、スケジュー 

ルの問題になる。 

         ・子どものために、形になることをやっていることがクオリティの高いPTA 

であり、そのようなPTAに近づけることで入会率の増加や立候補による 

役員選出につながっていくと思う。 
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２.PTA活動と組織について自由討議 

 〇エントリー制(※2)について 

  ・エントリー制に近いものとして、１家庭１活動(※3)があるが必ず一つは 

しなければならないなど強制的になっているところが多い。活動を選べ 

るが割り当てになっているものは、エントリー制ではない。 

       ・エントリー制のメリットは、強制力がなく気軽にやりたい活動ができる 

ことである。 

       ・幼稚園では本の読み聞かせがエントリー制に当たる。エントリーが 

少ない時は、地域に声をかけている。 

・エントリーをしてもらう時、人気のない活動にはエントリーが集まらな 

い。集まらなかった時にどうするのかを考えなければならない。 

・全員１つは何かにエントリーができるように負担の軽いものをエントリ 

ー項目に入れておくとよい。 

       ・どうしても活動内容に負担の重い軽いはあるため、運営委員会(※4)など 

        できちんと説明をしていくことが必要である。 

       ・運営委員会に参加することで学校運営に関わることができるため、 

１～２回のエントリーをしてくれる。        

      〇学年部制(※5)について 

・学年部制のメリットは「学年の様子が分かること」と、「内容が保護者に 

とって分かりやすいこと」である。 

       ・学年活動であるPTC活動(親と教師と子どもの活動)のメリットは「横の 

        つながりが持てること」「子どもと触れ合えること」などである。デメリ 

ットは「親が仕事で欠席すると子どもが寂しい思いをすること」「学年カ 

ラーが出て、学年ごとに内容に差が出てしまうこと」である。 

〇専門部制(※6)について 

       ・専門部制のメリットは、他(外部)の団体とのつながりができることであ 

る。デメリットは、校内(PTAと学校)だけで変更できないことである。 

       ・メリットは委員が決まっているため、確実に活動をしてもらえることで 

ある。 

       ・デメリットは活動が決まっているため、強制的なところがあり、負担感 

になっていることである。 

〇運営委員会について 

       ・学年委員になり運営委員会へ出席し議論に参加することで、学校運営に 

関わっていると実感できることがPTAの魅力になっている。 

       ・学校への要望を保護者同士で議論し決定してもらい、それを学校が受け 

て実施していく。学校の多忙化に取り組むためには保護者の力を借りな 

ければできない。 

       ・困った事柄について保護者と先生が意見を出し合う。 

       ・要望ばかりでなく、学校や地域が困っている内容を説明し、保護者に協 

力を求めることもする。 
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      〇地域より 

 ・負担感を拭うためには、親の求めているニーズを吸い上げることが必要 

である。地域との関係性が崩れると、困るのは子どもたちであるため、 

親が何を望んでいるのかを地域に伝えてほしい。 

       ・子どもたちのために、PTA、学校、地域が話し合えば解決する問題だと思 

っている。 

      〇座長より 

・学校長のリーダーシップのもと、学校運営に保護者の意見がいかに反映 

されるかという仕組みの在り方は検討課題である。 

・保護者と学校がフラットな関係で学校経営へ参画することも視野に入 

れていければと考えている。 

 

３.PTAに係る状況調査結果についての説明 

      市が関連する事業へのPTAからの参加について、市の所管部署への相談等は、 

基本的にPTA連合会が窓口となる。 

 

 

【用語の説明】 

※1 専門委員会とは？ 

      川西市 PTA 連合会が設置している「進路学びあい委員会」「厚生給食委員会」

「こころはぐくみ委員会」「広報委員会」の4委員会。 

 

※2 エントリー制とは？ 

      あらかじめ、日程、募集人数、活動内容等をPTA会員に明示し、会員に参加 

可能活動へ自由にエントリーしてもらい、そのメンバーで活動を行う方法。 

 

※3 １家庭１活動とは？ 

      すべてのPTA会員に何らかの形でPTA活動に関わってもらうため、役割(活 

動)を担っていないPTA会員に、活動一覧の中から必ず１つ選び活動に参加し 

てもらう方法。 

 

※4 運営委員会とは？ 

      各クラスで選ばれた委員が全員集まり、学校に関する諸問題や学校運営に係 

る課題などを直接校長等と話し合う会。 

 

※5 学年部制とは？ 

      学年ごとに役員を選出し、その学年の活動を計画し実施していく方法。 

 

※6 専門部制とは？ 

      各単位 PTA において、「教養部」「厚生部」「広報部」「人権部」などの専門部

の役員を選出し、その委員会の活動を計画し実施していく方法。 

 


